
公
庫
住
宅
ロ
ー
ン
の

返
済
相
談
は
お
気
軽
に

「
不
景
気
で
収
入
が
減
り
ロ
ー
ン

の
返
済
額
を
抑
え
た
い
」
、
「
ボ
ー
ナ

ス
払
い
の
負
担
を
軽
く
し
た
い
」
な

ど
返
済
に
お
悩
み
の
お
客
さ
ま
の
た

め
に
公
庫
で
は
返
済
相
談
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
住
宅
金
融

公
庫
申
国
支
店
ま
た
は
現
在
ご
返
済

中
の
金
融
機
関
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

※
休
日
相
談

（
第
1

・
3

日
曜
日
）

実
施
中

・
問
い
合
わ
せ

住
宅
金
融
公
庫
中
国
支
店

・
0
8
2
-
2
2
1
-
8
7
0
9

ク
レ
ジ
ッ
ト
・
サ
ラ
金

無
料
電
話
相
談
会

・
と
き
　
2
／
2
1
（
土
）

3
／
2
0（
土
）

と
も
に
1
0
：
0
0
～
1
6
：
0
0

・
相
談
内
容
　
サ
ラ
金
業
者
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
会
社
、
ヤ
ミ
金
業
者
等
へ

の
返
済
や
住
宅
ロ
ー
ン
の
返
済
に

困
っ
て
い
る
人
に
法
的
手
続
の
紹

介
等
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
ま
す

・
相
談
受
付
電
話
番
号

・
0
1
2
0
-
0
0
3
‐
8
2
1

・
問
い
合
わ
せ

山
口
県
青
年
司
法
書
士
協
議
会

担
当
　
月
本

・
0
8
3
6
-
3
7
-
0
1
6
0

。
　
　

４

観
光
汽
船
海
上
交
通

安
全
祈
願
祭
乗
船
客

・
と
き
　
2
／
2
9（
日
）
Ｈ
一
3
0～

・
と
こ
ろ
　
青
海
島
観
光
汽
船
㈱

・
内
容
　
深
川
湾
航
海
（
約
4
0分
）

・
定
員
　
ペ
ア
5
0組
（
1
0
0
人
）

・
乗
船
料
　
無
料

・
応
募
方
法
　
往
復
（

ガ
キ
に
代
表

者
の
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
電
話

番
号
と
同
伴
者
の
氏
名
、
年
齢
を

明
記

・
応
募
締
切
　
2
／
1
3（
金
）
必
着

・
決
定
通
知
　
抽
選
の
う
え
5
0組
に

返
信
ハ
ガ
キ
に
て
通
知

・
応
募
・
問
い
合
わ
せ

〒
7
5
9
‐
4
1
0
6
　
長
門
市
仙
崎
字
漁
港
南

4
2
9
7
-
2
　
青
海
島
観
光
汽
船
㈱

2
6
-
0
8
3
4

県
営
住
宅
入
居
者

・
募
集
住
宅
　
別
表
の
と
お
り

・
申
込
資
格
（
全
て
を
満
た
す
こ
と
）

・
現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し
よ

う
と
す
る
親
族
が
い
る
人

・
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
な
人

・
法
で
定
め
る
収
入
基
準
に
該
当
し

て
い
る
人

・
受
付
期
間
　
2

／
2
0（
金
）
～
2
9

（
日
）
消
印
有
効

・
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

〒
7
5
9
-
4
1
0
1
　
長
門
市
東
深
川
1
8
7
5
‐
1

山
日
県
長
門
土
木
建
築
事
務
所

・
2
2

－
2
9
2

り乙

募集する県営住宅

団地名 所在地
募集
戸数

募集
区分

家　 賃
入居可
能時期

東深川
東深川2483- 10
東深川2485- 2

1
1

一般枠
優先枠

17, 000～37, 400
17. 700～39, 000

3 月中
旬以降中の塚 東深川463- 3 1

1
一般枠
優先枠

18, 900～41, 600
20, 300～44, 500

田屋 東深川153 1 一般枠 26, 000～57, 100

個
人
事
業
者
の
方
へ

消
費
税
が
変
わ
り
ま
す

平
成
1
5年
度
税
制
改
正
で
消
費
税
法

の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
お
も
な

改
正
点
は
次
の
と
お
り
で
す
。

「
平
成
1
7
年
度
分
か
ら
適
用
」

事
業
者
免
税
点
制
度
の
適
用
上
限
が

引
き
下
け
ら
れ
ま
す

基
準
期
間
の
課
税
売
上
高

3
千
万
円

▼
1

千
万
円

平
成
1
5
年
分
の
課
税
売
上
高
が
1

千
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
平
成

1
7年
分
は
課
税
事
業
者
と
な
り
、
消

費
税
の
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

ま
た
『
消
費
税
課
税
事
業
者
届
出

書
』
を
速
や
か
に
税
務
署
に
提
出
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

売
上
金
額
を
正
確
に
記
録
し
て
お

く
こ
と
が
必
要
で
す
。

簡
易
課
税
制
度
の
適
用
上
限
が

引
き
下
け
ら
れ
ま
す

基
準
期
間
の
課
税
売
上
高

2
億
円

▼
5

千
万
円

平
成
1
7
年
分
か
ら
新
た
に
簡
易
課

税
制
度
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

場
合
に
は
、
平
成
1
6
年
1
2月
3
1
日
ま

で
に
税
務
署
に
『
消
費
税
簡
易
課
税

制
度
選
択
届
出
書
』
を
提
出
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
平
成
1
6

年
分
に
お
い
て
納
税
義
務
が
免
除
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
平
成
1
7
年
中

に
提
出
す
れ
ば
同
制
度
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

平
成
1
5年
分
の
課
税
売
上
高
が
5

千
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
平
成

1
7年
分
の
申
告
で
は
簡
易
課
税
制
度

の
適
用
が
で
き
ま
せ
ん
。

簡
易
課
税
制
度
の
適
用
を
受
け
な

い
場
合
、
課
税
仕
入
れ
等
に
係
る
消

費
税
額
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

課
税
仕
入
れ
等
の
事
実
を
記
録
し
た

帳
簿
お
よ
び
課
税
仕
入
れ
等
の
事
実

を
証
す
る
請
求
書
等
の
両
方
の
保
存

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

「
平

成
1
6
年
4

月
1

日

か

ら

適
用

」

総
額

表

示

が
義

務

付

け

ら

れ

ま
す

平

成
1
6
年
4

月
1

日

か

ら

課

税
事

業

者

が
消

費

者

に

対
し

て

あ

ら

か
じ

め

商

品
等

の

取

引

価
格

を

表

示

す
る

場

合

は
、

消

費

税

額

（
地

方

消

費
税

額

を
含
む

）
を

含
め

た

「
総
額

表
示

」

と
す

る
こ
と
が

義
務
付
け

ら
れ
ま

す
。

詳

し
く

は

、
次

の

ホ

ー
ム

ペ

ー

ジ
で

ご

確

認
い

た

だ
く

か

、

長
門

税

務

署
に

お

問
い

合

わ
せ

く

だ
さ

い

。

タ

ッ

ク
ス

ア

ン
サ

ー

ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
ｔ
t
a
x
a
n
s
e
r
.
n
t
a
.
g
o
.
j
p

国

税

庁
ホ

ー

ム
ペ

ー

ジ

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
n
t
a
.
g
o
.
j
p

長

門

税
務

署
　

・
2
2

・
2
4
4
1
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